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○公有地の拡大の推進に関する法律（抜粋） 

(昭和 47年６月 15日) 

(法律第 66号) 

第 68回通常国会 

第三次佐藤内閣 

(土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 

第四条 次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該

土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その

他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に

所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内

に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。 

一 都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)によ

る土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第三号に規定するもの以外のものを施行す

る土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地 

二 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業

以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。) 

イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により道路の区域と

して決定された区域内に所在する土地 

ロ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十三条第一項又は第二項の規定に

より都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地 

ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十六条第一項の規定により河川予定

地として指定された土地 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地 

三 都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地につい

ての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告し

たものを施行する土地の区域内に所在する土地 

四 都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定めら

れた土地の区域内に所在する土地 

五 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地 

六 前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街

化調整区域を除く。)内に所在する土地でその面積が二千平方メートルを下回らない範

囲内で政令で定める規模以上のもの 

２ 前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するものを有償で譲

り渡そうとする者については、適用しない。 

一 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又は

これらの者が譲り渡すものであるとき。 
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二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において

準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する

特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十七条の規定の適用を受けるものである

とき。 

三 都市計画施設又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる

施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するた

めに譲り渡されるものであるとき。 

四 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に

含まれるものであるとき。 

五 都市計画法第五十二条の三第一項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)の

公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事

業等予定区域若しくは同法第五十七条の二に規定する施行予定者が定められている都

市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第五十七条第一項

の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る同法第五十

五条第一項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第六十六条の公

告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を

施行する土地の区域に含まれるものであるとき。 

六 前項の届出に係るものであつて、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算

して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡される

ものであるとき。 

七 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定さ

れた規制区域に含まれるものであるとき。 

八 国土利用計画法第二十七条の四第一項又は第二十七条の七第一項に規定する土地売

買等の契約を締結する場合に第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準

用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。 

九 その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満たすものであ

るとき。 

３ 国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第六条、第七条、第八条(同

法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二

十七条の五第三項(同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項

において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第

九条及び第三十二条第三号(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の

規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有

償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。 

 

(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出) 
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第五条 前条第一項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令

で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買

取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町

村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該

土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し、その旨を申し出ることが

できる。 

２ 前項の申出があつた場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定

する土地につき、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する

日までの間、当該申出をした者については、適用しない。 

 

(土地の買取りの協議) 

第六条 都道府県知事又は市長は、第四条第一項の届出又は前条第一項の申出(以下「届出

等」という。)があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方

公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示し

て、当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨を当該届出等をした者に通知するものと

する。 

２ 前項の通知は、届出等のあつた日から起算して三週間以内に、これを行なうものとする。 

３ 都道府県知事又は市長は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希

望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知し

なければならない。 

４ 第一項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協

議を行なうことを拒んではならない。 

５ 第一項の通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用

しない。 

 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 

一 第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者 

二 第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者 

三 第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者 
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公有地の拡大の推進に関する法律施行令（抜粋） 

(昭和四十七年七月十七日) 

(政令第二百八十四号) 

 

 

(法第四条第一項の政令で定める土地及び規模) 

第二条 法第四条第一項第二号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 

一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定さ

れた史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事(市の区

域内にあつては、当該市の長。第四条において同じ。)が指定し、総務省令・国土交通省

令で定めるところにより公告したもの 

二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第九項又は第十項の規定により

公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地 

三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(同法第四十三条第二項及び第五

十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地

の区域として告示された区域内に所在する土地 

四 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により高速自

動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地 

五 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十条第一項(同法附則第十三

項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域内

に所在する土地 

２ 法第四条第一項第六号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分

に応じ、当該各号に定める面積とする。 

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域又は大

都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法

律第六十一号)第四条第七項の規定による同意を得た基本計画(同法第五条第一項の規

定による変更の同意があつたときは、変更後のもの)に定める重点地域の区域 五千平

方メートル 

二 都市計画区域(前号に掲げる区域を除く。) 一万平方メートル 

 

(法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件) 

第三条 法第四条第二項第一号に規定する政令で定める法人は、法人税法(昭和四十年法律

第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(法第二条第二号に規定する地方公共団体等を除

く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。 

２ 法第四条第二項第三号に規定する政令で定める事業は、鉱業法(昭和二十五年法律第二

百八十九号)第百五条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業と
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する。 

３ 法第四条第二項第九号に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただ

し、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展

と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域

内にあつては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、百平方メートル

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三

条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域(次条において「防災再開発促進地

区の区域」という。)内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲

内で、その規模を別に定めることができる。 

４ 法第四条第二項第九号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草

放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法(昭和二十七年法律第二百二十

九号)第三条第一項の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号

に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は国土利用計画法施行令

(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当する

こととする。 

 

(法第五条第一項の政令で定める規模) 

第四条 法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、

当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩

序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府

県の規則で、区域を限り、百平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあつては、五

十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることがで

きる。 

 


